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お知らせ３月

法
テ
ラ
ス
の
日

無
料
法
律
相
談
会

　

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ

ラ
ス
山
口
）で
は
、「
法
テ
ラ
ス
の
日
」

を
記
念
し
て
、
県
内
６
カ
所
で
無
料

法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　

４
月
26
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

　
（
１
人
30
分
の
予
約
制
）

■
会
場

　

県
内
６
カ
所

【
岩
国
会
場
】 

岩
国
法
律
相
談
セ
ン

タ
ー
（
岩
国
市
錦
見
１
‐
10
‐
17
山

口
県
弁
護
士
会
岩
国
地
区
会
館
内
）

■
内
容　

　

借
金
、
離
婚
、
相
続
、
労
働
問

題
等
の
民
事
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
を

お
受
け
い
た
し
ま
す
。

■
予
約
（
先
着
順
）

　

４
月
５
日
㈭
か
ら
受
付
開
始

　

時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

法
テ
ラ
ス
山
口

☎
０
５
０
（
３
３
８
３
）
５
４
９
０

司
法
書
士
会
調
停
セ
ン
タ
ー
利

用
手
数
料
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

山
口
県
司
法
書
士
会
で
は
、
皆

さ
ま
が
抱
え
る
身
近
な
法
的
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
い
て
、
中
立
な
第
三
者

の
立
会
の
も
と
に
裁
判
外
で
の
話

し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、
司
法
書
士
会
調

停
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
期
間
限
定
で
、
当
セ
ン

タ
ー
の
利
用
手
数
料
無
料
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

■
対
象　

　

お
金
の
貸
し
借
り
、
近
隣
関
係

な
ど
の
身
近
な
法
的
ト
ラ
ブ
ル
を

裁
判
外
で
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て

解
決
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
県
内

在
住
の
一
般
市
民
お
よ
び
団
体
の

代
表
者
。（
た
だ
し
、
目
的
の
価
額

が
１
４
０
万
円
を
超
え
な
い
民
事

に
関
す
る
紛
争
に
限
り
ま
す
）

■
申
込
予
約
・
問
い
合
せ
期
間

　

１
月
５
日
㈮
～
12
月
25
日
㈫　

（
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

■
無
料
対
象
期
間

　

申
込
書
受
理
年
月
日
が
、
１
月

１
日
㈪
～
12
月
31
日
㈪
の
案
件

■
申
込
予
約
・
問
い
合
わ
せ

〒
７
５
３
‐
０
０
４
８　

　

山
口
市
駅
通
り
２
‐
９
‐
15

　

山
口
県
司
法
書
士
会
調
停
セ
ン

タ
ー
係

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
５
２
２
０

あ
な
た
の
資
産
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
自

己
の
土
地
や
家
屋
と
、
他
の
土
地

や
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
し
、
適

正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た

だ
く
た
め
の
制
度
で
す
。

■
縦
覧
期
間

　

４
月
２
日
㈪
～
５
月
31
日
㈭　

（
た
だ
し
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日

は
除
く
。）

■
縦
覧
で
き
る
も
の
（
固
定
資
産

課
税
台
帳
に
か
わ
る
も
の
）

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、

地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格
）

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、

家
屋
番
号
、種
類
、構
造
、床
面
積
、

価
格
）

※
縦
覧
台
帳
は
旧
町
単
位
で
作
成
し

て
い
ま
す
の
で
、
所
在
を
確
認
の
う

え
、
該
当
の
各
総
合
支
所
ま
た
は
税

務
課
で
縦
覧
し
て
く
だ
さ
い
。

■
縦
覧
で
き
る
人
、
縦
覧
に
必
要

な
も
の

①
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
て
い

る
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
る

人
（
た
だ
し
、
土
地
（
家
屋
）
の

み
を
所
有
し
て
い
る
者
は
、
家
屋

（
土
地
）
の
縦
覧
が
で
き
ま
せ
ん
）

・
必
要
な
も
の　

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転

免
許
書
等
）

※
納
税
者
と
同
居
の
親
族
も
同
様

に
取
り
扱
い
ま
す
。

②
納
税
者
本
人
か
ら
委
任
を
受
け

た
方

・
必
要
な
も
の　

委
任
状
（
ま
た

は
納
税
通
知
書
等
）

■
縦
覧
料
　
無
料

■
時
間
　

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

■
場
所
　

　

各
総
合
支
所
ま
た
は
税
務
課

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
（
課
税
第
２
班
）

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

就
学
援
助
費
・
就
学
奨
励
費

交
付
申
請

■
対
象

・
就
学
援
助
費

　

町
内
小
中
学
校
児
童
・
生
徒
の

保
護
者
で
、
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
就
学
援
助
を
希
望
さ
れ
る
人

・
就
学
奨
励
費

　

特
別
支
援
学
級
へ
就
学
し
て
い
る

町
内
小
中
学
校
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
で
就
学
援
助
を
希
望
さ
れ
る
人

※
た
だ
し
、
認
定
条
件
が
あ
り
ま

す
の
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

■
交
付
内
容　

　

学
用
品
費
・
修
学
旅
行
費
・
学

校
給
食
費
な
ど

■
申
請
期
限　

　

４
月
20
日
㈮

（
年
度
の
途
中
で
も
申
請
の
受
付

を
行
い
ま
す
が
、
認
定
と
な
っ
た

場
合
は
提
出
し
た
日
か
ら
援
助
対

象
と
な
り
ま
す
）

■
申
請
方
法　

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
ま
た

は
、
各
公
民
館
に
所
定
の
様
式
に

よ
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
継
続
を
希
望
さ
れ
る
人
も
、
改
め

て
申
請
が
必
要
で
す
）

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
・
生
計
を
同
一
に
す
る
世

帯
全
員
の
平
成
29
年
度
課
税
証
明

書
（
た
だ
し
、
平
成
29
年
１
月
１

日
現
在
、
町
内
に
住
所
を
有
す
る

方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）・
児
童
扶

養
手
当
証
書
の
写
し
（
該
当
者
は

必
ず
添
付
）・
振
込
先
口
座

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
２
２
０
４

平
成
30
年
度
前
期

危
険
物
取
扱
者
試
験
案
内

■
資
格
の
内
容

    

消
防
法
で
は
、
一
定
量
以
上
の

　就職活動を継続されている今春卒業の新卒
者・既卒者の皆さん、ハローワークは、最後
まで皆さんを応援し続けます！就職活動の進
め方について知りたいこと、不安なこと、求
人情報など、お気軽にお問い合わせください。

◆問い合わせ　ハローワーク柳井  学卒担当　
☎０８２０（２２）２６６１

未内定の新卒者・既卒者の皆さまへ  

お
知
ら
せ


